
内閣府 科学技術政策担当大臣等政務三役と総合科学技術・イノベーション会議有識者議員との会合（令和４年３月３日）
国立大学協会「研究時間について」より抜粋

にも関連

ガイドライン
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参考資料：教育教員と研究教員の役割分担の見直し



文部省 大学審議会「大学入試の改善について」（答申）（平成１２年１１月２２日）より
第３章 各大学における入学者選抜の改善
（６）事務職員等の積極的な活用や入試専門組織の整備
入試業務の合理化を図る観点から，大学教員を中心とした入学者選抜の実施体制を見直し，入試業務に対する教員の関与は，入学者受入方針（ア

ドミッション・ポリシー）の決定や最終的な合格者の判定といった選抜にとって本質的な部分に集中し，その他の部分については事務職員や大学院
生等の積極的な活用を図ることが適当と考えられる。その際，現在の大学入試センター試験の実施においても，例えば，複数名を要する試験監督に
おいて，責任者としての教員以外に事務職員や大学院生を活用することなどが考えられる。
更に，事務職員等の積極的な活用の一環として，入試専門組織を整備することも考えていく必要がある。

（中略）
選抜等について専門的知識を有する専門的な事務職員を養成することが重要であり，各大学団体等で行われている事務職員の研修や各種会議等を活
用するなど，そのための体系的な研修の充実も必要であり，このような研修の在り方について検討する必要がある。

（７）各大学の選抜における信頼性の高い外部の試験の活用
各大学の選抜において，入試業務の合理化を図る観点から，信頼性の高い外部の試験を一層活用することも重要な方法の一つである。

（中略）大学においては，このような大学で学ぶための土台となる能力が判定されていることを前提に，それぞれに必要な個別試験を実施すること
が可能となっている。各大学において教育を受けるのに必要な能力・適性等を適切に判定する一方で，試験問題の作成も含めた業務負担を軽減する
観点からも，大学入試センター試験の活用は有効と考えられる。
（中略）試験の内容・程度，及び受検者の実態等を考慮した上で，入学後の教育に必要な能力・適性等を判定するために，各大学の判断により，英
検のみならずＴＯＥＦＬ等を入学者選抜に活用することも有効であると考えられる。

（８）試験問題の作成における外部の専門家等の活用
大学入学者選抜は，受験生がそれぞれの大学の教育を受けるのに必要な能力・適性等を有しているかどうかを判定するものであり，受験生の能

力・適性等を適正に判定できるような良質な問題を出題することが基本である。
しかしながら，大学教員が教育研究活動と並行して良質な問題の作成に取り組むことが難しくなっている状況の下で，試験問題の作成の負担が余

りにも過重である場合には，入試業務の合理化の一環として，外部の専門家等の協力を得ることも検討に値すると考えられる。
その際，入学者選抜，特に試験問題の作成には，機密性や公平性，中立性が強く求められるものであり，社会的に疑惑が持たれないような方式を

用いることは当然の前提である。
外部の専門家等の活用としては，先に述べた信頼性の高い外部の試験の活用もその一つであるが，例えば，他の大学の教員や高等学校の退職教員

等を試験問題作成協力委員などとして委嘱し，試験問題の点検等に協力してもらうことなども考えられる。（中略）大学入試センターにアイテムバ
ンクを構築し，将来的には，各大学に試験問題の素材を提供し，各大学が試験問題を作成するに当たって利用できるようにすることが必要である。
（中略） なお，各大学において，入学者選抜の試験問題の作成に当たるなど入試を担当する教員については，その業務を正当に評価することが必
要である。

ガイドライン
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参考資料：大学入試業務の負担軽減



大学入試のあり方に関する検討会議提言「大学入学者選抜関連基礎資料集 第4分冊（制度概要及びデータ集関係）（その3）」より抜粋

ガイドライン
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参考資料：大学入試業務の負担軽減



73

文部科学省 中央教育審議会 大学分科会（令和５年２月１７日）
資料２－３「教学マネジメント指針概要（追補後）」より抜粋

参考資料：大学入試業務の負担軽減



内閣府 科学技術政策担当大臣等政務三役と総合科学技術・イノベーション会議有識者議員との会合（令和４年３月３日）
国立大学協会「研究時間について」より抜粋

ガイドライン
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参考資料：大学入試業務の負担軽減



内閣府 科学技術政策担当大臣等政務三役と総合科学技術・イノベーション会議有識者議員との会合（令和４年３月３日）
国立大学協会「研究時間について」より抜粋

ガイドライン
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参考資料：大学入試業務の負担軽減



内閣府 科学技術政策担当大臣等政務三役と総合科学技術・イノベーション会議有識者議員との会合（令和４年３月３日）
国立大学協会「研究時間について」より抜粋

ガイドライン
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参考資料：大学内の会議を削減



内閣府 総合科学技術・イノベーション会議 第10回基本計画専門調査会（令和２年１１月１８日）
「知のフロンティアを開拓する多様で卓越した研究の推進について」（資料１－２）より抜粋

（計６ページの報告より概要の箇所を抜粋）
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競争的研究費に係る各種事務手続きに関するアンケート調査について

参考資料：大学の評価疲れ申請疲れに対する方策



競争的研究費における現状

〇負担軽減に向けた取り組み
「競争的研究費における各種事務手続き等に係る統一ルールについて」

４．直接経費に掛かる使用ルール
→統一的なルールの整理

８．事務手続きのデジタル化・簡素化の徹底
 原則押印を廃止し、書類の授受は電子媒体により行うこととする
 応募申請、会計実績報告、研究成果報告に係る手続きについては、原則、

e-Rad等によりオンラインで提出する
 researchmapとe-Rad等の連携促進

組織の評価等における現状

〇負担軽減に向けた取り組み
「国立大学法人法の一部を改正する法律」

1. 中期計画の記載事項の追加並びに年度計画及び年度評価の廃止
② 年度計画及び各事業年度に係る業務の実績等に関する評価（年度評価）

を廃止する

プロジェクト等
人事評価等
現時点で、主だった取
組事例等がないため、
実態の把握が必要

既存の取組の例
一部の評価・申請に係
る手続きについては、
研究者の負担軽減に向
けた取り組みが行われ
ている。
特に研究者や研究機関
が省庁やFAに対して行
う、申請・報告は、e-
Radの活用を含めたさ
まざまな取り組みを実
施している。

78

研究者がかかわる評価に対する負担軽減にむけた取組
参考資料：大学の評価疲れ申請疲れに対する方策



e-Radで応募等申請を行う際に、取得可能なresearchmapに登録している業績情報（https://qa.e-rad.go.jp/records/389#/.Y9EBxRpS9hF）

■ e-Radの［業績情報］タブで取得可能な項目
researchmapの画面の［業績リスト］にある以下の項目を取得しています。
----------------------------------------------------------
・業績を取得する種別が"研究論文"の場合 ⇒ 論文、Misc
・業績を取得する種別が"学会発表"の場合 ⇒ 講演・口頭発表等
・業績を取得する種別が"図書"の場合 ⇒ 書籍等出版物
・業績を取得する種別が"産業財産権"の場合 ⇒ 産業財産権
----------------------------------------------------------

■ e-Radの［略歴情報］タブで取得可能な項目
researchmapの画面の［業績リスト］にある以下の項目を取得しています。
----------------------------------------------------------
・経歴
・学歴
・委員歴
・受賞
----------------------------------------------------------

業績情報及び略歴情報はresearchmapで「公開」と設定されている情報のみ取得可能です。

e-Radでresearchmapから業績を取得する

（e-Rad 操作マニュアル（研究者マニュアル）より抜粋） 79

参考資料：大学の評価疲れ申請疲れに対する方策
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